
令和６年度一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る事業計画 

 

 本事業年度においては、適正化事業の中でも特に重要かつ確実な実施が求められる「巡回指導業務」

を円滑に実施すべく、的確な業務執行体制の構築を図り、「安全・安心な貸切バスの運行の実現」に向

け、国の監査機能の補完の役割を担い、適正化事業実施機関としての責務を果たすために、九州運輸局

並びに関係団体との連携を図りながら、以下の計画により事業を遂行する。 

 

１．貸切バスの輸送の安全を阻害する行為の防止その他道路運送法又は同法に基づく命令の遵守に関す

る貸切バス事業者に対する指導 

（１）巡回指導実施計画 

令和６年度については、管轄区域内に存する全営業所から国が監査を実施した又は実施する予

定の営業所及び貸切バス事業者安全性評価制度による３ツ星の評価認定を受けている事業者で

令和４年度及び令和５年度の２回の巡回指導において「否」の判定が１つもない営業所を除い

た 354営業所について巡回指導を実施する。また、評価結果の分類が「Ｃ」以下となった営業

所又は「届出運賃の適正な収受」の項目の判定が「否」だった営業所については、再巡回を実

施する。（再巡回については、令和５年度の実績件数を考慮して１０％を対象と予定する。） 

なお、長崎県バス協会、大分県バス協会、鹿児島県バス協会加入にかかる巡回指導について

は、各バス協会に業務を委託する。 

         

                        

（ ）内はバス協会委託分で内数 

参考 

※管内事業者の営業所数（令和 6年 2月 1日現在） … 522営業所 

    (大分バス協会 27営業所、長崎県バス協会 50営業所、鹿児島県バス協会 85営業所) 

※管内事業者の車両数 （令和 6年 2月 1日現在） … 4,700両 

（大分バス協会 210両、長崎県バス協会 468両、鹿児島県バス協会 799両） 

 

月 実施営業所数 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 

４月 29カ所 9 2 3 (3) 5 1 (1) 4 5 (5) 

５月 29カ所 10 2 3 (3) 6 1 (1) 2 5 (5) 

６月 30カ所 9 3 3 (3) 5 1 (1) 4 5 (5) 

７月 33カ所 10  5 (3) 6 3 (2) 2 7 (5) 

８月 30カ所 9 3 3 (3) 5 1 (1) 4 5 (5) 

９月 31カ所 9  5 (3) 6 2 (1) 2 7 (5) 

１０月  28カ所 9  5 (3) 5 1 (1) 3 5 (5) 

１１月 30カ所 9  5 (3) 5 2 (1) 3 6 (5) 

１２月 30カ所 9 3 3 (3) 5 2 (1) 3 5 (5) 

１月 30カ所 9 2 6 (3) 4 1 (1) 3 5 (5) 

２月 27カ所 9 3 3 (2) 4 1 (1) 2 5 (5) 

３月 27カ所 9  4 (2) 5 2 (1) 2 5 (5) 

計 354カ所 110 18 47(34) 61 19(13) 34 65(60) 



（２）巡回指導業務の公正かつ的確な実施のため取るべき措置 

 ①適正化指導員等の配置 

  ・道路運送法第 43条の 3第 1号及び第 2号に掲げる業務を公正かつ円滑に遂行するため、適正化

事業指導員（以下「指導員」という。）を４名配置する。また、バス協会委託分については、長

崎県３名、大分県２名、鹿児島県２名を指名する。 

  ・指導員の内 1名を、センターの法人事務及び適正化事業に関する事務等を統括するため首席指導

員兼事務局長に任命する。 

・職務の執行にかかる資質の維持・向上を図るため、各種講習会、セミナー、研修等に積極的に参

加する。 

 

 ②巡回指導業務の公正かつ的確な実施 

  ・巡回指導対象事業者を選定するにあたっては、運輸局等の監査方針等と調整のうえ選定すること

とする。 

  ・指導にあたっては、明確な基準に基づき、均一化された判断により、公正かつ的確になされるよ

う徹底を図るとともに、改善の確認にあたっても公正かつ適格に実施することとする。 

  ・適正化事業指導業務の改善指導等の厳正な実施を図ることが、適正化事業を推進していくうえで

必要不可欠であることを、指導員自身が理解を深めることとする。 

  ・九州管内の巡回指導の統一化を図るため、委託先の適正化事業指導員との意見交換及び研修会を

開催する。 

 

 ③運輸局との連携 

  ・適正化事業の実施にあたっては、運輸局の監査方針及び行政処分等の基準について、最新情報の

入手及び共有を図る。 

  ・指導の拒否又は輸送の安全に関わる緊急を要する重大な法令違反のある事業者が認められた場合

は、直ちに運輸局等へ報告を行う。 

  ・指導によっても改善がなされない事業者やその他違法性が疑われる事業者、利用者等からの苦情

が多い事業者等について的確に運輸局へ報告を行うため、毎月運輸局との打合せを行う。 

 

２．貸切バスに関する旅客からの苦情処理 

・貸切バス事業者及び利用者からの苦情については、適正かつ迅速な処理に努め、事業者指導等を

行うとともに、行政に情報提供する。 

 

３．貸切バスに関する啓発活動及び広報活動 

  ・関係法令等の周知を通じ、重大事故を招く飲酒運転、薬物使用運転、妨害運転、過労運転、速度

超過等を防止するため、関係機関と連携を図りながら啓発活動を行い、コンプライアンス体制の確

立を図る。 

  ・事業者が自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するための安全意識の向上を形成するため、

管理者向けの講習会等を関係機関と連携を図り適宜計画実施する。 


